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主

張

道

理
解

と

協

力

を

觴
昭
和
三
十
五
年
行
政
書
士
法
が
改
正
さ
れ
･
諦

会
と
し
て

コ

発
足
、
施
行
後
三
ヵ
年
余
を
経
過
し
、
こ
の
間
会
員
各
位
の
努

力
と
心
強
い
団
結
の
下
に
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
会
則
の
改
正

報
酬
規
程
の
増
額
許
可
を
見
る
に
至
り
、
金
造
会
員
四
七
〇
名

を
擁
す
る
組
織
体
と
な
り
、
除
々
に
本
会
が
発
展
を
見
る
に
及

び
会
員
各
位
が
日
夜
業
務
に
精
励
さ
れ
て
居
ら
れ
る
事
は
喜
び

に
堪
え
な
い
。
然
る
に
未
だ
会
本
来
の
使
命
を
達
成
す
る
に
は

な
お
幾
多
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
現
在
施
行
の
法
に
於
て

調
査
士
会
、
司
法
書
士
会
等
に
比
し
行
政
書
士
法
の
内
容
自
体

号

に
改
正
を
要
す
る
事
項
多
く
、
全
面
的
に
法
の
改
正
を
願
い
我

剪
等
安
心
し
て
職
域
に
奉
士
出
来
る
様
連
合
会
を
通
じ
て
そ
の
実

現
に
向
っ
て
目
下
運
動
中
で
あ
る
。

紙
面
で
既
に
御
承
知
の
通
り
本
年
度
の
重
点
対
策
で
あ
る
職

行 政 書 士 会 報

一

西
政
3
小
刈
艾

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　

　

　
　
　

　

ネ
北

株

北
海
道
行
政

書

士
会

常
任

理
事

成

沢

梅

次

郎

域
擁
護
に
つ
い
て
も
真
の
都
度
監
督
官
庁
を
通
じ
て
取
締
方
を

要
望
陳
情
し
て
い
る
が
、
非
行
政
書
士
又
は
類
似
行
為
を
敢
行

し
法
の
盲
点
を
利
用
す
る
悪
徳
者
の
今
な
お
後
を
新
た
な
い
こ

と
は
実
に
遺
憾
に
堪
え
な
い
所
で
あ
る
。
行
政
書
士
の
業
務
は

他
の
会
に
比
較
し
頗
る
多
岐
に
亘
り
、
且
つ
広
範
囲
で
あ
る
た

め
に
取
締
官
庁
に
於
て
も
事
実
上
取
締
っ
て
い
な
い
実
情
で
あ

る
。
仂
っ
て
会
は
取
締
官
庁
許
り
に
依
存
し
て
は
居
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
会
員
各
位
が
こ
れ
ら
非
行
政
書
士
並
び
に
類
似
行

為
者
の
発
見
に
努
め
事
実
を
確
認
し
、
本
会
に
ど
し
ど
し
御
報

告
下
さ
る
こ
と
を
要
望
致
し
ま
す
。
報
告
の
あ
っ
た
事
実
に
つ

い
て
は
執
行
部
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
処
置
し
、
そ
の
効
果
を
挙
げ

つ
つ
あ
る
が
、
問
題
の
多
い
、
自
動
車
陸
運
、
保
険
医
労
災
、

健
康
保
険
、
農
協
、
風
俗
営
業
、
宅
建
業
組
合
職
員
の
代
理
越

権
行
為
者
は
勿
論
、
程
度
を
超
ゆ
る
公
務
員
の
過
剰
サ
ー
ビ
ス

等
の
た
め
我
等
の
職
域
を
侵
害
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
況
を
見
る
と

理
解
と
協
力
を

報

告
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き
断
乎
と
し
て
排
撃
す
る
決
意
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

)

会
員
各
位
は
昔
日
の
代
書
業
観
念
を
捨
て
行
政
書
士
た
る
不

愕
勳
の
サ
ム
ラ
イ
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
･
自
ら
品
位

第

の
向
上
と
、
権
威
を
保
持
し
、
卑
屈
に
堕
す
る
こ
と
な
く
一
般

大
衆
の
権
利
義
務
の
擁
護
者
と
し
て
我
等
の
団
結
の
力
で
非
行

政
書
士
の
絶
滅
に
努
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ど
う
か
会
員
各
位
の
深
い
御
理
解
と
心
か
ら
な
る
御
協
力
を

切
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
ず
。

餓
第
四
回
常
任
理
事
会

士書政行道

と

き

八
月
十
三
日

午
後
大
勝

と
一｣
ろ

出
席
者

於

本
会
事
務
所

渡
辺
会
長

外
七
名
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依
頼
す
る
こ
と
に
決
定

三
、
滞
納
会
費
の
分
割
納
入
に
つ
い
て

実
情
を
考
え
て
経
理
部
で
処
置
す
る
こ
と
に
決
定

◎
本
日
、
現
在
会
員
数

四
七
一
名

第
五
回
常
任
理
事
会

と

き

と
こ
ろ

出

席

者
渡
辺
会
長
、

関
根
、
森
口
、

山
木
監
事

、
法
改
正
連
動
に
つ

一連

合

国

一
、
日

時

二
、
場

所

三
、
議

案

四
、
出

席

五
、
来

賓

九
月
二
十
五
日

於

本
会
事
務
所

藤
山
、
岸
川
副
会
長

、
横
路
、
有
馬
理
事

十
名

午
後
六
時
半

連
合
会
よ
り
送
達
さ
れ
た
法
改
正
請
願
書
の
代
議
士
の
署

名
は
自
社
両
党
道
支
部
へ
役
員
が
訪
問
趣
旨
を
伝
え
て
要
請

す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

二
、
会
報
の
発
刊
に
つ
し
て
(企
画
部
)

芻
縮
資
料
不
足
の
た
め
担
当
者
ま

れ
刎
彰

た
望
日

　
　
　　
　
　　
　
　
　
　　
　

は
配
慥

坤
て
剥
稿
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　　

三
、
支
部
長
並
び
に
綱
紀
委
員
会
の
開
催
に
つ
い
て

綱
紀
委
員
会
の
開
催
は
初
め
て
で
あ
り
地
域
的
な
関
係
も

あ
る
の
で
支
部
長
会
を
併
せ
て
左
記
の
と
お
り
開
催
す
る
こ

と
に
決
定
し
た
。

日

時

十
月
十
三
日

(日
)
午
前
十
時

場

所

札
幌
市
北
二
条
西
三
丁
目

展
共
産
薦

議

題

1
、
非
行
政
書
士
取
締
に
つ
い
て

滞
納
会
費
の
整
理
に

そ
の
他

つ
い
て

9 6 3 年 10月 1日 "

-
、
連
合
会
支
部
長
並
び
に
常
任
理
事
会
出
席
に
つ
い
て

道

八
月
二
十
日
東
京
都

(参
議
院
会
館
)
に
於
い
て
開
慨
さ

拂海

れ
る
会
議
に
該
当
役
員
の
渡
辺
会
長
〔連
合
会
北
海
道
支
部

と

長
)
と
藤
山
副
会
長

(連
合
会
常
任
理
事
)
が
出
席
す
る
こ

げ]

と
に
決
定
し
た
。

二
、
会
員
の
職
域
擁
護
に
つ
い
て

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
よ
り
、
某
会
員
か
ら
適
確
な
資

料
を
附
む
て
処
置
を
要
望
し
て
き
た
非
行
政
書
士

(主
と
し

て
農
地
法
の
諸
申
請
書
作
成
の
行
為
)
の
問
題
そ
の
他
に
つ

日

き
道
の
見
解
を
た
だ
す
べ
く
道
地
方
課
野
田
行
政
係
長
を
訪

自

問
し
た
経
過
を
報
告

、

1

道
の
回
答
要
旨
は

鉾

｢全
般
に
亘
為

政
指
導
は
す
る
が
農
業
委
員
会
は
直
接

監
督
下
に
な
い
の
で
会
は
独
自
の
処
置
を
と
ら
れ
た
い
｣
と

1

の
こ
と
で
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
違
反
事
例
の
明
確
な
も
の

佐
藤
、
‐

口
、
成
沢
、

　

つ
い
て

日

行

達

第

三
国

定

時

総

会

昭
和
三
十
八
年
七
月
六
日

午
前
十
時

福
島
県
安
積
部
熱
海
町
金
蘭
荘

ー
、
昭
和
三
十
七
年
度
会
務
報
告

2
、
昭
和
三
十
七
年
度
決
算
報
告
承
認
の
件

3
、
昭
和
三
十
八
年
度
事
業
計
画
案
承
認
の
件

4
、
昭
和
三
十
八
年
度
予
算
案
審
議
の
伴

う
、
行
政
書
士
法
改
正
運
動
経
過
報
告
の
件

6
、
そ
の
他

別
紙
の
通
り

福
島
県
知
事
代
理

大
塚
総
務
部
長
殿

六
･
開

会

開
会
の辞

会
長
挨
拶

来
賓
祝
辞

同
県
安
横
事
務
所
長
代
理

五
十
嵐
次
長
毀

日
司
連
理
事
長
代
理

山
下
監
事
殿

佐
々
木
東
北
支
部
長
司
会
し
開
会
を
宜
ず
。

石
井
副
会
長

橋
本
会
長
は
こ
れ
よ
り
第
三
回
定
時
総
会
を

開
催
す
る
旨
挨
拶

1
、
大
塚
福
島
県
知
事
代
理
は
本
県
に
於
て
全
国
会
を

開
催
さ
れ
光
栄
で
あ
る
と
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

2
、
山
下
日
司
連
理
事
長
代
理
は
理
事
長
是
非
な
き
所

さ
れ
、
韻
【

辞
を
述
べ

ら
れ
た
。

祝
電
披
露
九
通
の
祝

電
を
司
会
者

よ
り
披
露
。

七
、
議
案
審
議

司
会
者
は
審

議
に
先
立
っ
て

会
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り

総
会
の
議
長
の

選
任
を
要
す
る

が
如
何
に
し
て

選
出
す
る
や
を

計
り
た
る
に
司

会
者
一
任
と
の

発
議
に
よ
り
地

元
福
島
県
会
長

を
議
長
と
し
て

指
名
し
た
。

(第u 号)

議
長
就
任

伊
藤
福
島
県
会
長
は
議
長
席
に
つ
き
就
任
の
挨

拶
を
な
し
本
日
の
会
議
構
成
員
の
数
百
二
十
八
名
を
報
告

左
記
の
通
り
出
席
、
会
議
は
遵
法
に
成
立
す
る
旨
を
述
べ

た
Q

本
日
出
席
者
六
四
名
、
委
任
状
一
九
、
計
八
三
名

議
長
は
議
事
録
署
名
人
二
名
の
選
出
方
法
を
計
り
た
る

に
議
長
一
任
の
声
あ
り
、
左
記
の
通
り
指
名

議
事
録
著
名
人

北
海
道
会
長
渡
辺
裏
古
、
鹿
児
島
県
会
長
三
島
正
道

書
記

池
、
藤
野
両
理
事
を
指
名
、
尚
福
島
県
会
員
菅
井
、

井
上
二
名
を
補
助
者
と
し
て
指
名

北 海 道 行 政 書 士 会 報

議
長
は
議
事
◆日
程
中
』掲
記
し
た
順
序
を
一
部
【変
更
し
て
寒
"

議
す
る
旨
を
述
べ
て
議
事
に
入
っ
た
。

緊
急
動
議
兵
庫
県
会
代
議
員
鳥
羽
嘉
郁
夫
よ
り
議
長
に
対
し
て
緊
急

動
議
提
出
の
通
告
が
あ
っ
た
議
長
は
之
を
聞
く
べ
き
や
否
や

を
議
場
に
問
う
た
結
果
如
何
な
る
動
議
か
内
容
を
譜
に
し
た

い
と
の
発
言
あ
り
た
る
に
よ
り
提
出
者
よ
り
起
立
朗
読
な
さ

し
め
た
議
長
は
緊
急
動
議
提
出
に
つ
い
て
構
成
員
何
名
の
承

認
あ
る
や
を
問
う
に
提
出
者
外
三
名
の
連
名
で
あ
り
書
面
を

以
て
提
出
す
る
と
述
べ
た
の
で
動
議
成
立
を
宣
し
た
議
場
よ

り
一
般
議
案
を
先
議
し
緊
急
動
議
は
最
後
に
審
議
し
た
い
旨

の
発
言
あ
っ
た
の
で
議
長
は
緊
急
動
議
は
後
に
審
議
す
る
事

に
決
定
す
る
と
述
べ
提
出
者
の
承
諾
を
得
た
。

議
案
第
一号

昭
和
三
十
七
年
度
会
務
報
告
の
件

執
行
部
よ
り
内
容
の
説
明
あ
り
審
議
の
結
果
今
後
は
執
行

部
の
機
構
を
充
実
し
て
担
当
責
任
者
に
於
て
報
告
答
弁
を
な

す
よ
う
に
し
て
充
実
し
た
内
容
の
原
案
を
作
成
す
る
よ
う
に

と
の
希
望
条
件
を
付
し
承
認
可
決
さ
れ
た
。

議
案
第
二
号

昭
和
三
十
七
年
度
決
算
報
告
承
認
の
件

本
案
に
対
し
て
は
出
席
者
の
一
部
か
ら
決
算
報
告
書
記
載

方
法
に
異
議
が
あ
っ
た
の
で
来
年
度
か
ら
は
経
理
に
関
し
て

は
徴
に
入
り
潮
に
わ
た
り
整
楠
し
複
式
方
式
に
基
づ
い
て
記

帳
整
理
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
い
う
付
帯
条
件
を
も
っ
て

承
認
可
決
。

議
案
第
三
号

三
十
八
年
度
事
業
計
画
案
承
認
の
件

本
案
に
対
し
て
は
種
々
活
発
な
意
見
の
開
陳
あ
り
究
極
は

連
合
会
は
本
案
に
基
づ
き
更
に
計
画
性
と
実
行
性
の
あ
る
事

業
計
画
を
樹
立
し
改
め
て
常
任
理
事
会
の
審
議
を
経
て
単
一

会
に
送
付
す
る
こ
と
の
付
帯
条
件
で
承
認
可
決
さ
れ
た
。

議
案
第
四
号

三
十
八
年
度
予
算
案
審
議
の
件

本
案
は
議
案
第
三
号
本
年
度
事
業
計
画
案
の
樹
立
に
伴
な

う
予
算
を
勘
案
し
左
記
の
付
帯
決
議
を
も
っ
て
正
常
な
運
営

を
計
る
こ
と
と
し
て
承
認
可
決
。

tし

科
日
の
商
用
は
常
任
理
事
会
又
は
支
部
長
会
の
議
を
経
て
行

る
/
こ
と
0

行
政
書
士
法
改
正
運
動
経
過
報
告
の
件

清
丸
法
改
正
特
別
委
員
長
は
運
動
の
経
緯
を
詳
細
に
説
明

し
て
報
告
了
承
を
得
た
。

議
案
第
五
号
そ
の
他
の
件

岩
手
県
佐
賀
県
会
の
面
会
よ
り
要
望
事
項
及
び
協
議
事
項

の
書
面
提
出
が
あ
り

岩
手
会
要
望

1
、
業
務
内
容
明
確
化
を
成
文
し
法
改
正
を
望
む

2
、
事
務
所
移
転
に
伴
な
う
登
録
替
に
つ
い
て

3
、
業
務
要
領

(指
針
)
を
発
行
す
る
こ
と

佐
賀
会
要
望

I
、
本
部
会
費
の
格
差
に
つ
い
て

2
、
食
品
衛
生
協
会
の
無
資
格
書
士
取
締
り

3
、
官
庁
の
窓
口
過
剰
サ
ー
ビ
ス
対
策
に
つ
い
て

何
れ
も
審
議
を
行
っ
て
提
案
会
の
了
承
を
得
た
。

次
回
開
催
地
決
定
の
件

関
東
地
区
と
し
期
日
は
理
事
会
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定

し
た
。
会
日
は
二
日
間
と
し
一
日
は
総
会
一
日
は
官
庁
團
会

等
訪
問
し
た
い
と
の
希
望
意
見
が
あ
ら
た
。

緊
急
動
議
上
提

議
長
は
緊
急
動
議
審
議
の
前
に
会
長
、
副
会
長
、
特
別
委

員
長
の
辞
表
を
受
理
し
た
旨
報
告
、
こ
の
二
つ
の
問
題
の
処

理
方
法
を
如
何
に
す
る
か
を
議
場
に
計
っ
た
議
場
よ
り
本
件

の
円
満
な
処
理
を
行
う
た
め
臨
時
支
部
長
会
議
を
開
き
そ
の

意
向
に
副
う
よ
う
に
し
た
い
旨
の
発
言
あ
ら
た
の
で
議
長
は

体
議
を
宣
し
た
。

(休
講
中
臨
時
支
部
長
会
議
を
別
室
で
開
催
)

議
事
再
会
、
石
井
埼
玉
会
長
は
臨
時
支
部
長
会
議
の
結
果
を

左
の
通
り
議
場
に
報
告
し
充
。

ー
、
橋
本
連
合
会
長
不
信
任
案
及
び
会
長
、
副
会
長
、
特
別

- 2 -



---

--、.“‐‐‘.･tt、-“
“(･“‐---【‘‐--.-
-、′:.
-、-′
-･}･‘
r
･;-.
““-‐･･-、歳“
“‘
テーk

t

“
′
･
一"、一-
-′‐-

{“《
′テヘ
:
:
:
--“
"
"
シミ
ー
h

↓
")、
““
.
ゞ
“
し:
:

“
“
-

tt
.“
“
“
-

(第= 号)

委
員
長
の
辞
表
双
方
を
同
時
に
撤
回
す
る
。

2
、
不
信
任
案
撤
回
な
き
時
は
表
決
す
る
。

議
長
は
前
記
報
告
に
よ
っ
て
緊
急
動
議
提
出
者
に
対
し
動

議
撤
回
の
意
志
を
質
し
た
と
こ
ろ
提
出
者
は
撤
回
し
な
い
と

明
言
し
た
議
長
は
投
票
に
よ
っ
て
採
決
す
る
旨
を
宣
し
、
投

票
用
紙
を
議
場
に
配
布
し
且
つ
投
票
管
理
者
及
び
立
会
人
を

左
の
通
り
指
名
。

投
票
管
理
者

石
井
埼
玉
会
長

立
会
人

下
田
宮
崎
会
長
、
大
海
大
阪
会
長

開
票
の
結
果
左
の
通
り

有
効
投
票
総
数

六
一票

○
不
信
任
賛
成

一四
票

x
不
信
任
反
対

四
七
票

連
合
会
会
議
の

会

長

副
会

長

議
長
は
橋
本
連
合
会
長
不
信
任
案
は
反
対
多
数
で
否
決
さ

れ
た
旨
報
告
、
次
い
で
会
長
以
下
四
名
の
辞
任
の
件
を
如
何

に
取
計
う
か
を
議
場
に
計
っ
た
。
石
井
副
会
長
は
辞
表
を
撤

回
し
な
い
と
発
言
す
る
。
こ
の
時
大
海
大
阪
会
長
は
近
畿
は

本
席
よ
り
退
場
す
る
と
発
言
し
、
大
阪
兵
庫
奈
良
滋
賀
は
退

場
し
た
。
議
長
は
会
長
以
下
四
通
の
辞
任
届
は
議
長
に
於
て

握
り
つ
ぶ
し
と
し
、
不
問
に
付
し
た
い
旨
発
言
、
満
場
拍
子

賛
成
多
数
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
通
り
処
理
す
る
こ
と
に
決
定

す
る
と
報
告
し
た
。

議
長
は
以
上
を
以
て
本
会
議
事
全
部
を
終
了
し
た
旨
を
宣

し
、
挨
拶
を
し
て
議
長
席
よ
り
退
席
上
た
。

八
、
閉

会

開
会
の
辞
を
情
丸
副
会
長
が
述
べ
時
に
午
後
七
時
。

(日
行
達
北
海
道
支
部
長
)

(日
行
連
常
任

理
事
)

　

　

利

夫

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

事
務
局
構
成

事
務
局
長

総
務
部
長

清
丸

顔
雄

次
長

高
橋

春
海

経
理
部
長

伊
藤

隆
造

次
長

佐
藤

国
雄

企
画
部
長

石
井
栄
太
郎

次
長

滝

重
保

常
任
理
事

北
海
道

藤
山

利
夫

中
部

高
橋

一
言

東

北

高
橋
小
平
治

近
畿

種
本

次
左

関

東

鈴
木
徳
太
郎

中
国

本
光

松
夫

〃

藤
野

一郎

四
国

荻
原

正
己

"

伊
藤

秀
夫

九
州

岡
部
金
丘̂
衛

連
合
会
昭
和
三
十
八
年
度

事

業

計

画

一、
法
改
正
運
動

①

本
部
よ
り
関
係
代
議
士
お
よ
び
地
方
部
会
、
政
調
審
議

会
、
総
務
部
会
等
に
積
極
的
に
運
動
す
る
と
共
に
横
の
運

動
と
し
て
各
単
一
会
に
お
い
て
選
出
代
議
士
各
自
の
協
力

を
得
る
よ
う
本
部
作
成
に
よ
る
請
願
書
に
陳
情
書
を
添
え

て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
を
も
っ
て
運
動
す
る
こ
と
。

②

各
単
一会
の
運
動
費
用
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
単
一

会
の
要
請
に
よ
り
本
部
よ
り
送
金
す
る
。

二
、
業
務
侵
害
対
策

本
部
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
に
対
し
行
政
書
士
法
第
一条

及
び
第
十
九
条
の
趣
旨
を
通
達
す
る
と
共
に
類
似
会
に
対
し

て
も
侵
害
の
実
情
を
列
挙
し
て
通
達
す
る
よ
う
に
す
る
。

三
、
非
行
政
書
士
及
び
資
格
者
の
名
饑
貸
等
の
取
締
強
化
に
関

し
て
○

非
行
政
書
士
の
取
締
に
対
し
て
は
本
部
よ
り
各
単
一
会

出
席
報
告

渡

辺

慶

藤

山

利

北 海 道 行 政 書 士 会 報9 6 3年lo月 l n

去
る
八
月
十
三
日
第
四
回
常
任
理
事
会
の
承
認
を
得
て
連
合
会
の
支
部
長
並
び
に
常
任
理
事
会
に
出
席
し
審
議
に
参
画
し
た

の
で
、
概
要
を
左
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

一
、
日

時

三
十
八
年
八
月
二
十
日

午
前
一〇
時

る
件

一
、
場

所

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
参
議
院
会
館

④
窓
口
過
剰
サ
ー
ビ
ス
対
策
の
件

一
、
出

席

連
合
会
長
以
下
一
六
名

⑤
労
務
管
理
士
に
関
す
る
対
策
の
件

て
議

事

⑥
中
小
企
業
診
察
員
、
社
団
法
人
経
営
士
会
、
経
営

1
、
執
行
部
体
制
確
立
の
件

･

経
営
調
査
士
、
社
会
保
険
土
、
環
境
衛
生
に
対
す

①
執
行
部
三
部
門
の
担
当
者
(別
記
事
務
局
構
成
参
照
)

務
侵
害
対
策
の
件

②
事
務
局
長
は
会
長
外
三
部
長
で
人
選
す
る
。

以
上
一括
審
議
、
法
改
正
が
で
き
れ
ば
必
然
的
に

③
常
任
理
事
弐
名
追
加
(東
京
会
よ
り
)

す
る
事
柄
で
あ
る
故
法
改
正
に
重
点
を
置
く
こ
と
に

2
、
三
十
八
年
度
事
業
計
画
の
件
(別
記
計
画
書
掲
載
)

3
、
そ
の
他

①
法
改
正
の
件

,

強
制
会
以
後
の
旧
役
員
に
感
謝
状
贈
呈
の
件

②
業
務
侵
害
対
策
の
件

、
朝

霞

F

一

･

分

る
件

④
窓
口
過
剰
サ
ー
ビ
ス
対
策
の
件

⑤
労
務
管
理
士
に
関
す
る
対
策
の
件

⑥
中
小
企
業
診
察
員
、
社
団
法
人
経
営
士
会
、
経
営
士
、

経
営
調
査
士
、
社
会
保
険
土
、
環
境
衛
生
に
対
す
る
業

務
侵
害
対
策
の
件

以
上
一括
審
議
、
法
改
正
が
で
き
れ
ば
必
然
的
に
解
消

す
る
事
柄
で
あ
る
故
法
改
正
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
決
定

3
、
そ
の
他

強
制
会
以
後
の
旧
役
員
に
感
謝
状
贈
呈
の
件

て
開

会

午
後
三
時
一
五
分

9 6 3 年 10月 1日北 海 道 行 政 書 士 会 報

実
情
報
笙
口書
に
よ
り
非
行
政
書
士
に
通
透
す
る
。

②

資
格
名
儀
貸
者
に
つ
い
て
は
各
単
一
会
長
に
対
し
実
情

調
査
を
依
頼
し
、
そ
の
報
告
に
よ
り
こ
れ
筆
名
饑
貸
人
を

各
都
道
府
県
知
事
に
通
達
し
登
録
取
消
方
を
要
請
す
る
。

四
、
窓
口
過
剰
サ
ー
ビ
ス
防
止
対
策

本
部
よ
り
各
部
道
府
県
知
事
に
対
し
公
務
員
に
し
て
申
請

者
又
は
届
出
人
の
圭
曰類
を
代
っ
て
作
成
す
る
も
の
に
対
し
て

は
公
務
員
法
又
は
行
政
書
士
法
違
反
者
と
し
て
処
分
せ
ら
れ

る
旨
を
通
達
要
請
す
る
。

薗

部
だ
よ
り
"

(第=死･)

五
、
労
務
管
理
士
に
関
す
る
対
策

本
部
よ
り
日
本
労
務
管
理
士
連
合
会
に
対
し
所
属
会
員
に

し
て
行
政
書
士
の
資
格
な
き
者
は
官
公
署
に
提
出
す
る
護
類

の
作
成
は
出
来
な
い
旨
の
通
達
を
す
る
。

六
、
中
小
企
業
診
断
員
、
社
団
法
人
経
理
士
会
、
経
営
土
、
経

営
調
査
士
、
社
会
保
険
士
、
環
境
衛
生
業
務
侵
害
対
策

こ
れ
等
の
業
務
員
は
法
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
に
あ
ら
ざ

る
も
の
が
行
政
書
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
は
書
士
法
違
反
で

あ
る
か
ら
自
治
省
に
防
止
策
を
要
請
ず
る
。
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(粥
年
9
月
笏
日
現
在
)

会
費

未

納

者
調

北
海
道
行
政
書
士
会
空
知
支
部
南
部
部
会
講
習
会
開
催

『
会

場

栗
山
町
公
民
館

二
、
日

時

昭
和
三
十
八
年
八
月
四
日
午
後
一時
之
四
時

三
、
講
習
科
目

農
地
法
第
三
条
乃
至
第
五
条
第
二
十
条
の
規

定
等
に
関
す
る
法
の
解
説
並
び
に
許
可
申
請
書
式
要
領

四
、
講

師

北
海
道
庁
小
作
主
事
、
小
林
玄
泊
先
生
(空

知
支
庁
農
地
係
長
)

五
、
出

席

者

夕
張
市
、
栗
山
町
、
由
仁
町
、
長
沼
町
、
南

幌
町
、
栗
沢
町
、
三
笠
市
、
岩
見
沢
市
在
住
行
政
書
士
二
十

八
名
及
び
栗
沢
、
長
沼
、
栗
山
、
三
笠
の
各
農
業
委
員
会
事

務
局
係
員

右
定
刻
開
催
、
講
師
よ
り
詳
細
に
渉
る
講
義
を
受
け
午
後
四

時
か
ら
各
農
業
委
員
会
事
務
局
係
員
各
位
を
交
え
て
経
験
の
御

披
歴
及
び
会
員
の
質
疑
等
を
兼
ね
る
懇
親
会
を
開
催
し
、
有
意

義
な
研
修
を
終
了
し
た
。
.

◇
ご

寄

贈

兵
庫
行
政
書
士

第
五
号
、
第
六
号

岐
阜
県
行
政
書
士
会
会
報

第
六
号

福
岡
県
行
政
書
士
会
会
報

第
二
号

岡
山
県
行
政
書
士
会
報
酬
規
定
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･打
倒
事
挑
む
義
幸離州
割き川
越
薄
弱
訓
話
~河川
“繋
淋遂辞
羸
弱

開き
き
きゞ

4
I



川
繋
嚢
雑
浄
赫
超
なべ謎
望
轟
義
三

川ゞ
津
雑
記
増
川
痴室
“
詩
望三
謡為
増
きき輻三
‐叢
りぼ円
三
朝

ゞ
〆
ききう
濾
=
瀞
鈷
計.1為
鴎き
滋
*
こ
む
"寝
室
“三
者
"
“%!
き
き
き
ば
転

読
キ
ャ
三
瀬ご
封
緘
纜
胛醇
野
望
主
審
肥
弓
罠
ョ

)

爾
戸
隠
粉
異
動
一

号北 海 道 行 政 書 士 会 報

国

定

ツ

ー℃

旭

川

札

幌

吉

田

正

史

千
歳
市
襄

町
三
丁
目

滌
鞆
聽
五
三

"

錫

美

隆

札
幌
市
大
通
西
十
一
丁
目
四
番
地

三
o
年

七
〇

第

一
号

函

館

成

田

貞

離

亀
田
郡
七
飯
町
緑
町
三
条
通

粧
萩
弥
五
充

小

捕

寺

島

-

郎

岩

内
碆

内
町
字
御
崎
三

二

陀熟
馨
五
二
o

支
部
別

氏

名

大

橋

与

三

大

場

和

夫

青

山

大

吉

常
呂
部
佐
呂
間
町
字
永
代
町

旭
川
市
一条
通
六
丁
目
左
十
号

小
樽
市
見
晴
町
九
一

亀
田
郡
七
飯
町
緑
町
三
条
通

千
歳
市
東
雲
町
三
丁
目

三
八
年

第
五
号

札
幌
市
大
通
西
十
一
丁
目
四
番
地

三
o
年

第

一
号

事

務

所

三
八
年

第
五
号

登

録

三
八
年

第
八
号

陀熟
馨
五
二
O

三
八
年

第
五
号

三
〇
年

第

一
号

五
一九
七
O

五
--
一

会
員
番
号

邦
･9
･“

兜
･9
･
1

冤
･9
･“

党
･
9
･
12

鶏
･9
･
4

#
7

勢
･鱒
･4

鶏
･9
･矯

叙
月
瞼

′
‘
‐
‐

り
移
転

、
女手
一]
-

、-J
鮪

考

◇
入

会

者

(七
名
)

◇
退

会

者

四̂
名
)

支
部
別

氏

名

事

務

所

登

録

n

同
.-
樽
“
脇
---"¥艦ズ"隆一｣
小
髓
市
花
園
町
西
二
丁
目

一難◇雛
…
七
o
‐第
9
あ
ん
観
｣蝋
市
へ

空

知
…川

…
淵

実
-
-
雨
竜
郡
秩
父
別
町
-三
o
七

化
-玖
-馨

三三
o
究
.9
‐はは
~死
亡

年

-

-

--
ー
ー
ー
l
i
ー
“-
-
--
-l!
‐l
i
l
-l
l

“

胆

川
…
池

滓

業

一
空
衞
郡
山
部
村
字
山
部
市
街

…牝
玖
翳
…
二5
)七
一粥
.9
.お
.病
気

;
-
、'-“;
‘I
L
l
I
J:ミ
ゾ
‘
'“‐
‐---
-
‘
-
ゞ
‐-
‐---

ー

網

走
…
牛

渡

繁

一
絹
走
市
南
六
条
西
三
丁
目

転ゞ
ん
碗
-
---三
-
郊
･9
･の
÷
病
気

備

考

◇
事
務
所

変

更

札
幌
支
部

斎
藤

好
富

新̂
)
札
幌
市
南
一条
西
十
丁
目
四
番
地

脇

美
隆

新̂
)

網
走
支
部

真
貝

四
郎
(新
)
札
幌
市
大
通
西
十
一
丁
日
四
番
地

新
)
北
見
市
北
七
条
東
一
丁
目
二
番
地

◇
氏

名

変

更

札
幌
支
部

(旧
)
大
高

源
闇

(新
)
大
高

源
恵

一事
務
局
よ
り
一

日

誌

8
月
1
R

暑
中
見
舞
状
を
関
係
官
公
署
、
日
行
連
、
単
一
会

- 6 ー

宛
発
送

〃

6
日

市
町
村
別
会
員
数
訓
戒

〃

7
目

室
蘭
、
帯
広
の
両
支
部
長
へ
会
費
免
除
申
請
書
の

副
申
を
お
願
い
す
る
。

ー
"

8
日

滞
納
会
費
の
早
急
整
理
と
支
部
総
会
の
経
過
報
告

に
つ
い
て
網
走
支
部
へ
依
頼
状
発
送

"

9
H

近
畿
支
部

｢調
停
案
受
諾
に
当
っ
て
｣
と
題
す
る

声
明
書
を
受
理

日
行
趣
支
部
長
並
び
に
理
事
会
開
催
の
案
内
状
受

理会
費
の
分
割
納
入
に
つ
い
て
四
氏
へ
回
答

"

12
日

行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
、
道
総
務
部
長

よ
り
協
力
俵
顕
あ
り

日
行
連
総
会
議
事
録
返
送

8
月
脂
H

連
合
会
支
部
長
並
び
に
常
任
理
事
会
へ
出
席
の
た

め
、
渡
辺
、
縢
山
両
役
員
出
発

"

“
目

入
会
届
書
に
は
正
規
の
職
印
を
押
印
し
て
再
提
出

さ
れ
る
よ
う
、
函
館
支
部
会
員
へ
通
知

"

製
ロ

斎
藤
好
富
殿

(札
幌
)
ご
来
訪
、
会
費
納
入
と
事

務
所
移
転
届

“

%
□

汕
中
期
祓
殿
よ
り
仮
受
理
し
て
あ
っ
た
入
会
届
及

び
入
会
金
、
会
費
等
を
返
送
ず

“

雄
目

会
費
納
入
に
つ
い
て
の
催
告
書
を
再
発
送

成
沢
理
事
殿
ご
来
訪

"

“
目

会
報
9
、
10
号
原
稿
を
正
文
舎
印
刷
所
へ
廻
送

〃

知
日

農
委
職
員
M
氏
の
非
行
政
書
士
容
疑
事
件
に
つ
い

て
、
所
轄
E
警
察
署
長
宛
願
書
提
出
、
同
時
に
資

料
を
提
供
さ
れ
た
K
氏
に
之
を
報
告

"

引
H

窓
口
サ
ー
ビ
ス
行
過
ぎ
に
対
す
る
防
止
対
策
要
望

の
会
員
数
氏
へ
本
部
の
絶
え
間
な
い
努
力
経
過
を

報
告
し
、
且
つ
風
聞
的
な
報
告
の
み
で
は
処
置
方

法
が
な
い
の
で
具
体
的
な
資
料
の
協
力
を
要
請
す

会
費
分
納
に
つ
い
て
、
理
事
会
の
決
議
事
項
を
該

当
会
員
数
氏
へ
通
知

会
員
移
動
通
知

(8
月
中
の
入
会
3
名
、
退
会
な

し
〕

9
月
2
日

手
稲
町
農
委
へ
会
員
名
簿
一部
送
付

佐
藤
喜
作
殿
(札
幌
)
ご
来
訪
、
会
費
納
入

"

4
日

成
田
貞
雄
殿
(函
館
)
大
橋
与
三
殿
(網
走
)
の

両
氏
へ
表
札
を
送
付

"

ぅ
日

法
改
正
に
つ
い
て
の
請
願
書
三
〇
部
着

"

m
日

青
山
大
吉
殿
(銭
函
)
ご
来
訪
、
入
会
手
続

“

12
日

脇
美
隆
駛
ご
夫
人
(札
観
)
ご
来
訪
、
会
費
納
入

寺
島
一郎
殿

岩̂
内
)
ご
来
訪
、
入
会
手
続

"

韓
□

空
知
支
部
の
田
淵
実
殿
(秩
父
別
)
が
去
る
五
月

死
亡
さ
れ
た
旨
遺
家
族
よ
り
通
知
あ
り

〃

16
日

青
山
大
吉
殿
(小
樽
)
ご
来
訪
、
入
会
手
続

　
　
月　年　　　　報会士書政行道海しし1M｣"

/
′

9
月
蜷
日

吉
田
正
史
職

〔千
歳
)
ご
来
訪
、
入
会
手
続

連
合
会
三
八
年
度
事
業
計
画
受
理

"

“
ロ

T
市
農
業
委
員
会
で
は
事
務
処
理
に
関
す
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
行
政
書
士
以
外
の
業
者
に
も
配
付
さ

れ
た
旨
報
告
受
理

〃

18
日

T
市
農
業
委
員
会
会
長
宛
に
、
各
種
申
請
書
の
受

理
に
際
し
、
違
反
者
に
対
す
る
黙
認
等
の
な
い
よ

う
、
関
係
法
令
集
、
会
員
名
簿
、
宣
伝
ポ
ス
タ
ー

等
を
添
え
て
協
力
を
要
請
す
る
文
書
発
送
、
右
を

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
提
供
会
員
へ
通
知

"

"
行
政
書
士
の
職
印
に
つ
い
て
後
志
支
庁
へ
照
会

"

“
日

高
旧
館
一
戦

〔札
幌
)
御
夫
人
ご
来
訪
、
会
費
納

入

“

“
R

第
五
回
常
任
理
事
会

"

26
日

会
報
第
9
、
幻
号
会
員
並
び
に
各
単
一
会
へ
発
送

“

27
日

行
政
書
士
の
職
印
に
つ
い
て
後
志
支
庁
長
よ
り
回

答
受
理

右
に
つ
い
て
小
雌
支
部
会
員
へ
通
知

"

28
日

支
部
長
並
び
に
綱
紀
委
員
会
開
催
通
知
発
送

空
知
支
部
長
よ
り
同
支
部
南
部
部
会
講
習
会
の
状

滉
報
告

"

30
日

熊
谷
菊
治

(札
幌
)
殿
ご
来
訪
、
会
費
納
入

会
員
移
動
通
知

(9
月
中
の
入
会
7
名
、
退
会
4

名
)

お

願

い

◇

入
退
会
届
、
事
務
所
や
電
話
移
転
届
、
補
助
者
使
用
届
、

そ
の
他
謡
届
書
は
必
ず
所
属
支
部
長
を
通
じ
て
ご
提
出
下
さ

い
。
特
に
会
費
の
減
免
延
納
等
の
申
請
書
は
支
部
長
を
経
な

い
と
処
理
が
非
常
に
遅
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
願
い
生
す
。

◇

入
会
届
に
正
規
の
職
印

(支
庁
へ
届
出
で
た
角
印
)
の
押

印
が
な
い
た
め
処
理
に
手
間
ど
っ
て
い
ま
す
U
こ
の
占
ば
特

に
支
部
長
さ
ん
に
お
世
話
願
い
ま
す
。

◇

会
費
の
領
収
書
の
こ
と
に
つ
い
て
大
変
ご
心
配
を
お
か
げ

し
て
居
り
ま
す
が
、
右
は
振
替
の
領
収
証
を
以
て
代
え
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
な
お
会
費
は
最
も
安
全
な
振
替
で
御
送
金
願

い
ま
す
。

他

山

ヴ
ノ

反

省

こ
の
十
月
一
日
で
強
制
会
が
始
ま
っ
て
足
か
け
四
年
土
る
三

年
を
迎
え
る
。
こ
の
間
の
会
の
歩
み
方
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ま

た
会
員
一
般
の
協
力
体
制
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
こ
れ
は
、
み
ず

か
ら
の
心
の
中
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
多
く
を
譲
る
必
要
な

し
。し

ま
う
と
思
え
ば
仕
事
は
何
優
で
も
あ
る
し
、
t
上
っ
ま
い

と
す
れ
ば
そ
れ
で
も
済
む
。
責
任
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
在
の
が

同
業
者
の
団
体
で
あ
る
。
確
か
が
す
る
だ
ろ
う
ー
と
い
っ
こ
と

は
、
誰
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
通
じ
る
。
お
互
い
の
会
だ

か
ら
み
ん
な
で
よ
く
し
よ
う
o

会
費
は
三
ヵ
月
前
納
1
こ
れ
位
の
こ
と
が
自
治
的
に
男
行
で

き
な
い
よ
う
な
こ
と
で
は
オ
ト
ナ
の
会
と
は
申
せ
な
い
U
こ
ん

な
に
背
丈
も
の
び
た
の
だ
か
ら
早
く
オ
ト
ナ
の
仲
間
入
り
が
し

た
い
な
あ
!

(兵
庫
会
)

野
心門溝
奮
拝
1
篇
鶴
諺
挽
髯
這
う
痒
壽
●
!
!
穫
羞
が罐
止ま
濾
姦
き

t一事
川州
額
“!
謳
=
●=
義
幸
鉾
離
川
川
野
軽
信=日
記
,
義
專
妻
･転封
厨
川
に
"
!
"
国
1
1
J1
1
謎
=
!

対さ
メ三
毛ふ
き
↑爵
壽
鳴門鰭話
さ
、嘉
さ
N封
翻
“聽
副
閼副

ゞ
薹
=載
璋
J:L
ぎ
蠅
,

誌
ヰ
鬱
熟
｣
1
ナ
F
J弓な
寵
し
壽
き
淺
掛
璃
司
朝
寝
国事
主
"美
瓢ふ
…
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法

匪

　1

九
大
購
師
の
民
法
講
義
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
が
そ
の
中
に

第

法
匪
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
辞
書
に
は
法
匪
な
る
語
は
み
つ

か
ら
な
い
が
、
法
は
お
き
て
、
匪
は
非
又
は
悪
徒
と
あ
る
か
ら

直
訳
す
れ
ば
法
の
匪
賊
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
れ
は
実
例
を
あ

ぐ
る
ま
で
も
な
く
、
常
に
法
網
を
く
ぐ
り
且
つ
法
の
襞
を
か
き

法
の
盲
点
の
み
を
つ
く
知
能
犯
に
も
等
し
い
輩
で
あ
ろ
う
。

さ
て
話
は
三
十
年
前
の
昔
満
洲
事
変
当
時
に
遡
る
が
、
朝
鮮

の
北
の
増

｢此
処
は
朝
鮮
北
端
の
二
百
里
あ
ま
り
鴨
緑
江
｣
歌

に
も
あ
っ
た
あ
の
鮭
溝
国
境
で
河
を
渡
っ
て
日
夜
襲
い
来
る
満

報

洲
匪
賊
と
戦
っ
た
昔
を
想
い
出
す
の
で
あ
る
o

時
は
移
り
世
は
変
っ
て
も
匪
は
後
を
絶
た
な
い
だ
ろ
う
。
同

様
に
匪
賊
な
ら
で
法
匪
の
横
行
も
頻
り
で
あ
ろ
う
。
昔
と
っ
た

土

三
八
銃
や
竹
槍
で
は
法
理
討
伐
は
で
き
な
い
が
さ
て
ど
う
し
た

書

も
の
か
。

(福
岡
会
)

政行道海北

札
局
間
消
二
z

一三
三

昭
和
三
十
八
年
十
月
五
日

北
海
道
行
政
書
士
会

会
長

渡

辺

腹

吉

殿

札
幌
市
北
大
通
り
西
七
丁
目

札
幌
国
税
局
長

三

浦

道

義

電
話
④
○
一六
一

行
政
書
士
が
発
す
る
受
取
書
等
に
対
す
る
印
紙
税

の
取
扱
い
に
つ
い
て

(昭
三
八
･
十
･
"付
三
八

総
第
七
四
号
照
会
に
対
す
る
回
答
)

御
照
会
の
あ
り
ま
し
た
標
題
の
こ
と
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お

り
回
答
し
ま
す
。

記

一、
行
政
書
士
が
業
務
上
発
す
る
受
取
書
、
非
課
税

(理
由
)

自
己
の
労
務
の
提
供
に
よ
り
収
入
を
得
る
行
政
書
士
の
業
務

は
、
営
業
に
は
該
当
し
な
い
の
で
、
印
紙
税
法
第
五
条
第
一
四

号
の
規
定
に
よ
り
、
営
業
に
関
し
な
い
受
取
書
と
し
て
、
印
紙

税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

二
、
行
政
書
士
が
発
す
る
予
納
預
り
証
、
課
税

一
〇
円

(理
由
)

予
納
預
り
証
は
、
依
頼
者
が
行
政
書
士
に
支
払
う
べ
き
手
数

料
等
の
概
算
前
払
お
よ
び
第
三
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
を
一
時

一
括
収
納
し
た
と
き
に
発
す
る
証
書
と
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
受

取
書
が
作
成
者
の
財
産
権
の
消
滅
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
予
納
預
り
証
は
依
頼
者
に
対
し
て
予
納
金
を
預
つ
た

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
依
頼
者
の
財
産
権
の
創
設

を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
印
紙
税
法
第
四
条
第
一

項
第
二
三
号
に
規
定
す
る
寄
託
に
関
す
る
証
書
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

後

記

○

各
支
部
夫
々
独
自
の
活
動
を
し
て
居
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
今
回
は
原
稿
の
資
料
が
少
な
く
残
念
で
L
た
。
講

習
会
、
研
修
会
、
そ
の
他
諸
会
合
の
状
況
等
是
非
ご
連
絡
下

さ
い
。

○

会
報
に
会
員
相
互
の
心
と
心
の
通
う
温
か
い
紙
面
が
あ
っ

た
ら
な
あ
。
ど
ん
な
に
か
楽
し
い
だ
ろ
う
に
と
思
い
ま
す
。

ど
う
か
、
折
り
に
ふ
れ
て
も
の
さ
れ
た
感
想
、
ご
意
見
、
そ

の
他
旅
行
記
、
歌
、
俳
句
、
川
柳
等
ど
し
ど
し
御
寄
せ
下
さ

ミ
團
壽員
副
副
副
霞
副
副
詞
副

昌
該
醜

I
議
.
覊
も
く
じ
ゞ
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